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令和２年第２回うきは市議会定例会において、閉会中の継続調査申し出の所管事務調査を

行ったので、うきは市議会委員会条例第３６号の規定において、下記のとおり報告する。

記

Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症防止に関する学校教育環境の調査

１．調査期日 令和２年８月２０日（水）午前９時～

２．調査場所 山春小学校、御幸小学校、千年小学校、福富小学校、

吉井中学校、浮羽中学校

３．出席者 厚生文教常任委員会６名

学校教育課長、学事係長、議会事務局２名 計１０名

４．調査目的

市内の各学校とも、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により 3月 2 日から長期

にわたる臨時休校となり、子どもたちの学習の遅れが心配されている。また、非常事態宣

言が解除され、各学校も再開されたが、未だ新型コロナウイルス感染症は終息せず、

むしろ勢いを増している状況下にある。そんな中、各学校とも夏休みを短縮し、2学期

がスタートした。そこで、学校再開後の各学校の新型コロナウイルス感染症防止対策と

子どもたちの現状を把握するため、現地調査を行った。

５．調査内容

①子どもたちの朝の検温について

②うがい・手洗いの指導について

③授業における感染防止対策について

④給食時間における対策について

⑤緊急時における対応について

⑥学校で特に注意していること

調査項目については、以上の 6項目を中心に各学校の校長及び教頭先生から話を伺い、

現場の視察等も行った。

６．調査結果

新型コロナウイルス感染症対策については、各学校間の少しの差異はあったものの、教

職員の努力により対応が十分に取られていた。「検温チェックシート」や「健康観察カード」

等による毎日の健康チェック、更には検温を忘れた子どもへの対応、発熱した子どもへの

対応、手洗いの指導、また給食時のランチルームの隔壁板の手作りでの設置、特別教室や

空き教室の活用、3密にならないような授業のあり方、授業終了後の教室の消毒、トイレ消

毒、また緊急時の連絡網の確認など、それぞれの学校ができる範囲で創意工夫して感染症



対策に対応していた。また、心配された子どもたちの学習の遅れについては、音楽や体育

の授業を除いて、ほとんど問題ないとの報告であった。各学校の取り組み・対応等に関し

ては、心から敬意を表するものである。

しかしながら、調査の中で学校の努力だけでは対応できない問題点も見えてきた。その内

容は次のとおりである。

①エアコンの設定温度が各学校とも 28℃に設定されていた。各学級の人数や換気対策等を

考慮すると、とてもではないが 28℃の設定温度では暑すぎて学習に集中できない。

（理由）学校の電気料の節約のためということであった。

②教職員においては、毎朝の検温チェック、授業後の教室の消毒、トイレの消毒、手すり

の消毒など、本来の業務とは違った仕事を行っている。新型コロナウイルス感染症対策

に関する教職員の負担が増えているのが実態である。

③子どもたちのストレスが蓄積されている。

各学校とも行事がなくなっていることや全校の生徒が集まるような場面はつくらないな

どの対策により、子ども同士の接触ができず以前のように触れ合ったりすることができ

なくなっている。新生活様式によるストレスが発生している。

④新型コロナウイルス感染症対策として、9月より学習支援員とスクールサポートスタッ

フを各学校に配置するようにしているが、8月 17 日の締め切りで応募が学習支援員の 1

名のみであった。

公募の仕方を工夫するなり、PTA 等に相談するなりして、人材の確保が急務である。

【問題点に関する学校教育課長の答弁】

・学習支援員とスクールサポートスタッフは 17 日に締め切ったが 18 名中学習支援員 1名

のみの応募だった。昨日、各学校にも個別に探してほしいとの連絡を行った。締め切りを

8月末として再度応募する。御幸小と吉井中に 9月から講師を 1名配置する。また、当初

予算での学級支援員は公募を繰り返し行い、現在すべて配置している。

・学校内でのエアコンの設定温度については、設定温度ではなく教室内の実際の温度が大

切と考えている。今後は子どもたちが学習できる温度は確保していきたい。

７．所見

新型コロナウイルス感染症対策に関する各学校の取り組みは、学校の状況に応じ創意工

夫して熱心に対応していると感じた。なかでも、各学校の先生たちが、コロナ禍にあって

も一生懸命「コロナには負けない」という強い気持ちで努力していることに、非常に感心

させられた。しかしながら、そうした努力を行っている結果として、現場の教職員の業務

の負担増加は紛れもない事実である。

また、学校生活の変化による子どもたちのストレスが蓄積されていることが報告された。

そのことについては、学校内において、子どもたちへのアンケート調査や個別面談、スク

ールカウンセラー等により、日々子どもたちへの変化に注意し、対応していた。

今回の調査によって一番感じたことは、コロナ禍にあっても子どもたちが安全に安心し

て充実した学校生活が送れるよう、できる限り学校現場の要望を聞き入れながら子どもた

ちを見守っていくことが必要であると思った。

文部科学省も新型コロナウイルス感染症については、長期的な対応が求められ、持続的

に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校運営の指針を示した。同ガイ

ドラインに基づき、学校運営を行うとともに、学校・行政・地域・医療・関係機関が今まで

以上に子どもたちへの「目配り・気配り」をしっかりと行える体制を整備し、新型コロナウ

イルス感染症と「ともに生きる新生活」を構築していくことが急務であると思った。








